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　2023年6月14日（水）こうち勤労センター7階の四国ろうきん研修室を会場に、10の会員団体から9名の代議
員と10名の理事・監事が出席、オブザーバー2名が傍聴のもと第11回通常総会が開催されました。昨年まで、コロ
ナ感染症拡大防止のため、出席者数を制限していましたが、今総会は久々 の通常開催となりました。
　総会は井上浩司副会長の司会で、総会が定款に基づき成立しているとの報告があり、議長の選任に入り佐々木
徹代議員（UAゼンセン高知県支部）を選出しました。
　池澤研吉会長の開会挨拶、高知県の水田洋雇用労働政策課課長補佐、高知市の大北新商工観光部副部長より
来賓挨拶を受け議案審議に入りました。
　第1号議案、2022年度収支決算報告が井上睦事務局長より、会計監査
報告を谷英樹監事より提案し、満場一致で承認されました。続いて報告事
項の2022年度活動報告、2023年度活動計画案、2023年度収支予算案
が井上事務局長より報告があり、共に満場一致で承認されました。
最後に佐々木議長より、大会スローガンが読み上げられ満場の拍手で採択
し、総会は午後3時に全議案の審議終了し閉会しました。

　2023年6月5日（月）
こうち勤労センター7
階研修室において第2
回通常総会が開催さ
れました。
　折田理事長の挨拶

後、議案審議に入り、第1号議案定款の一部変更、第２
号議案の2022年度活動報告、第３号議案の活動決算
を事務局より、監査報告を山﨑監事より提案し、第４
号議案の役員の選任について、折田理事長から提案
し、満場一致で承認されました。続いて報告事項で
は、2023年度活動計画、2023年度収支予算について
事務局より報告があり、満場一致で確認されました。
　活動報告では「食材を集める活動」「食材を活用す
る活動」「食支援にかかわる個人・団体の方々との連携
強化」の活動を３本の柱として２年目の取り組みを進
め食材の寄付は、昨年実績の15.2ｔを上回る18.7ｔと
なり、支援先団体（フードサポートメンバー）が１６団体
増加、ボランティアも３０名増となるなど食支援の輪
が確実に広がってきていることが報告されました。
　今後も支援先団体の拡大や関連の個人・団体との
連携強化を図り地域福祉への貢献を目指していくこと
を確認し合い総会は閉会しました。

労福協第１１回（通算４４回）通常総会を開催労福協第１１回（通算４４回）通常総会を開催

　高知県労福協では、毎年１月末から５日間「確定申告無
料相談会」を開催してします。対象者は、下記の申告内容
になりますが、事業所得については受付できませんので、
ご了承ください。
　また、「確定申告無料相談会」のご予約については１月
を予定しており、予約方法などの詳細については、広報誌
「むすび183号」秋号でお知らせいたします。

● 公的年金等を受給されている方
● 退職金を受給された方
　　（退職後、お仕事されていない方）
● 医療費控除を受けたい方
● その他、年末調整が出来ていない方
　　（中途退職者など）

「確定申告無料相談会」
開催のお知らせ

こうち食支援ネット
第２回通常総会を開催

　公的年金等による収入額が４００万円以下で一定
の要件を満たす場合には、確定申告をしないことの
選択ができることになっています。このため多くの
方が医療費控除や保険料控除など、還付の権利を
放棄している場合があります。
　また、確定申告をすることにより、翌年の住民税
に反映し減税につながる可能性もありますので、申
告することをお勧めいたします。

ワンポイント
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　２０２３年６月１７日（土）高知会館にて、高知県労働安全衛生センター第１１回
定期総会および第４７労働安全衛生学校が開催されました。
　定期総会では、第１号議案から第４号議案まで、２０２２年度事業報告と決算
が承認され、２０２３年度事業計画（案）と予算（案）について、今年度も労働災
害及び職業病を予防し、働く人々の安全安心の確保と、労働災害被災労働者の
救護及び救済に関する各事業を行い命と健康を守り、健康福祉の向上のための
具体的な取り組むとした事業計画を満場一致で承認して、閉会しました。

　引き続き、労働安全衛生学校が開催され、３６名の参加がありました。講師には、きんろう病院院長の近藤眞一氏
をむかえ、「労災・職業病運動と医療の連携」とした講演を受け開催されました。
　講演では、戦後の復興期に全国で労災や職業病が多発し、高知県における高度経済成長期から今日までの労災や
職業病対策や医療機関との連携した運動などの経緯や運動に携わってきた労働組合組織と国会議員との連携につ
いて説明を受けました。
　最後に、私たちは、現在国際的なものとして、戦争と平和、軍備拡大、原発、地
球温暖化、貧困、紛争、SDGs、食料、感染症等の問題があり、国内では少子高齢
化、人口減と労働力不足、物価高や貧困、長時間労働、ハラスメントなどの問題に
向き合わなければならない。労働者保護の実現や働きやすい職場づくりに向け
て、県内外の同じ目的の諸団体と連携を強め、目的達成に向け取り組みが重要と
締められました。

高知県労働安全衛生センター第11回定期総会
および 第47労働安全衛生学校開催

　現在、高知県の以下の所でフードドライブボッ
クスを設置しています。ぜひ、食材等の支援にご
協力をお願いします。

こうち食支援ネット
『寄付食材』
受け入れのお知らせ

フードドライブのお知らせ

④香美市役所
１月・４月・７月・10月の
設置となります。

● こうち生活協同組合
● こくみん共済 coop 〈全労済〉高知推進本部
● キューピー株式会社
● 高知市新エネルギー・環境政策課
● 高知市地域保健課
● 三里ふれあいセンター
● 四国電気保安協会
● 四電ビジネス株式会社高知支店
● 土佐山田ショッピングセンター
● 東芝エレベーター株式会社
● 明治安田生命高知本町営業所
● 有限会社宮地民芸
● 株式会社四電工
● 県民のみなさま

①有限会社嶺北観光自動車
　田井待合所

②宿毛市役所

③こうち勤労センター

キューピー（株）

三里ふれあいセンター

（株）四電工

2023年6月末現在

いつもありがとうございます。
いただいた寄付食材は、支援に

お繋ぎいたします。



　2023年6月26日（月）、高知県立高知国際高等学校の3年
生（受講者285名）を対象に「労働法ワンポイント出前講座
“働く前に知っておきたい話”」を開催しました。講師は連合高
知西村副事務局長を迎え、これから大学や専門学校に進学し
た時にアルバイトをすることや、高校卒業後に就職することを
念頭に置いて「働く前に知っておきたい事」や、社会における
差別・ハラスメントを主に講演をしていただきました。

　また、今回の出前講座では、人権学習も併せて行うことをリクエストされており、高知県における人権課
題などについても、講演の中で触れる内容とさせていただきました。

講演の最後には、講師から今後社会に羽ばたく生徒さんに向けて「社会の一員となる皆さんは、それ
ぞれに責任のある役目や役割が与えられます。そのうえで、正しい知識や情報を習得し“差別・偏見”や
“ハラスメント”のない社会を目指し、『自分らしさ』を失うことのない社会づくりへの参加をして頂きた
いと思います。」というメッセージを送り講演を終了しました。

労働セミナーを開催しました！

将来の就職に向けて、自分がハ
ラスメント等不適切な行為を
された時の対処法だけでなく、
自分が無意識のうちに他人に
不快な思いをさせてしまうこと
がないように、今後も勉強して
いく必要があると感じた。

働くということに
は多くの制約があ
ることがわかった。

自分にあった職場を探し目
的や目標を持って働きたい
と思った。差別や偏見、ハ
ラスメントのない社会に
なって欲しいと思った。

自分にあった職場を探し目的
や目標を持って働きたいと
思った。差別や偏見、ハラスメ
ントのない社会になって欲し
いと思った。

想像以上にハラスメントに
種類があって驚いた。どの
ようなものがあるのかを把
握して、ハラスメントに対す
る適切な対応を身につけ
たいと思う。

労働セミナーのContentsで興味を持った
項目はどれですか？

差別や偏見、ハラスメントのない社会づくり
ハラスメントについて 

身近な人権差別
採用面接のときに気をつけること

働く前に確認しておくこと
働くことの意味

30

0 50 100 150

67
46

136
49
52

　今回の「労働セミナー」でも、参加した
生徒に講演後のアンケートを実施してお
り、その内容を少しご紹介させていただき
ます。高校生に向けてのセミナーでは、就
職や今後アルバイトをすることを想定した
中で、「採用面接のときに気をつけること」
というContentsに多くの生徒さんが興味
を持たれたようです。
　また記述回答では、ハラスメントについ
ての感想も多く書かれていました。

後日要予約後日要予約後日要予約後日要予約後日要予約後日要予約後日要予約後日要予約後日要予約



　くらしに関する相談（生活・金融・土地・税金・奨学金など）を受け付けしています。相談内容に応じて、各
専門家にお繋ぎします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

　新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい
働き方・休み方を実践するためには、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・
休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度※1や、計画的な業務運営に資する年
次有給休暇の計画的付与制度※2の導入が効果的です。

※1 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で
時間単位の取得が可能となります。
※2 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結
すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

くらしの相談センター （高知県労福協事務所内）
月曜～金曜（祝日除く） ９時～17時
フリーダイヤル：0120-629-154

くらしの相談

　奨学金の返済に悩んでいる社会人や、これから奨学金を利用することを検
討している方を対象に、奨学金ガイドブック「もう悩まないで。奨学金返済
Q&A」を作成しました。
　奨学金の返済に困っている方、これから奨学金を利用する方に、冊子を配
布しています。
　ご入用の方は、高知県労福協までご連絡ください（TEL088-824-3583）

奨学金ガイドブック『奨学金返済Q&A』の無料配布
スマホからも見ることが出来ます！

新しい『働き方・休み方』が始まっています！

事業主の皆様へ
～時間単位の年次有給休暇を導入しよう～

弁護士、税理士、司法書士等にご相談の場合は、30分間は無料ですが、
内容に応じて費用がかかる場合があります。

後日要予約


